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■ 目  次 



 令和７年３月２７日（木）            群 馬 県 報             号 外 （第９号） 

 

2 

「
 

 
 
 

 
 
 
 
 
」

 

    
群
馬
県
立
美
術
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
十
六
号 

 
 
 

群
馬
県
立
美
術
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
立
美
術
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
規
則
第
三
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

「 

別
記
様
式
第
三
号
中
「 

 
」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

」 

「 

  

」 
 

 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
四
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 
 

 

」

を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
十
七
号 

 
 
 

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則 
 

 

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
規
則
第

三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第

一
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
場
合
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。 

 

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
有
料
施
設
の
使
用
の
承
認
） 

第
七
条 

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
群
馬
県
立
歴

史
博
物
館
有
料
施
設
使
用
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
使
用
の
承
認
は
、
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
有
料
施
設
使
用
承
認
書
（
別
記
様

式
第
四
号
）
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、
「 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式

を
別
記
様
式
第
五
号
と
し
、
別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

                       

■ 

規 
 

則 

代
表
者
氏
名

 
生

年
月

日
 

（
電

話
）
 

あ
て

 
宛
て

 

研
修
室

 

研
修
室

 

研
修
室
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
室

 

代
表
者
氏
名

 
（

電
話

）
 

研
修
室
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
室

 

を に
改
め
る
。 

会
場
責
任
者

 

使
用
責
任
者

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

氏
名

 
 

  

 

生
年
月
日

 
 

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

氏
名

 
 

  

 

宛
て

 
あ
て

 
、
第
７
条

 
、
第
８
条

 
第
７

 

条
第
１
項
第
４
号

 
第
８
条
第
１
項
第
４
号

 

第
７
条

 
第
８
条

 

第
７
条

 
第
８
条

 
あ
て

 
宛
て
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第７条関係） 

群馬県立歴史博物館有料施設使用承認申請書 

年  月  日 

群馬県立歴史博物館長宛て 

住 所        

職業・団体名        

代 表 者 住 所        

フ リ ガ ナ        

代 表 者 氏 名        

（ 電 話 ）        

次のとおり申請します。 

使 用 施 設 視聴覚室・学習室１・学習室２ 

使 用 日 時 
年   月   日   時   分から   日間 
年   月   日   時   分まで   時間 

使 用 目 的  

使 用 責 任 者 

住 所         電 話 （   ） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

 

造作物設置の有・無 有 ・ 無 推 定 入 場 人 員 人 

○ 申請に当たっては、次の内容を誓約の上、□にレを記入してください。 

□ 自己又は自己の団体の役員等は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（以下「暴

力団等」という。）には該当しません。 

＊ 群馬県では、事業から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いしてい

ます。また、群馬県警察本部に照会する場合があります。この様式に記載された個人情報は、本事務

の目的及び本事務から暴力団等を排除する目的以外には使用しません。 

使 用 料 円 

年度  
使承第     号 

年  月  日 上記により承認してよろしいか。 

館 長         発議者 

       

注 １ 太枠線内のみ記入してください。 

２ 使用施設欄については、該当するものを○で囲むこと。 
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第７条関係） 

群馬県立歴史博物館有料施設使用承認書 

 

使承第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

群馬県立歴史博物館長 印    

 

次のとおり承認します。 

 

使 用 施 設 視聴覚室・学習室１・学習室２ 

使 用 日 時 
年   月   日   時   分から   日間 

年   月   日   時   分まで   時間 

使 用 目 的  使 用 責 任 者  

造 作 物 設 置 の 有 ・ 無 有 ・ 無 推 定 入 場 人 員   人 

使 用 料                         円 

注 意 事 項  

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和７年３月２７日（木）            群 馬 県 報             号 外 （第９号） 

 

5 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
十
八
号 

 
 
 

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 
 

 

群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
す
る
。 

第
六
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
別
記
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と

す
る
。 

第
五
条
中
「
施
設
」
を
「
食
堂
及
び
物
品
販
売
所
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
施
設
の
使
用
の
承
認
） 

第
五
条 

条
例
第
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用

（
条
例
別
表
第
二
に
規
定
す
る
学
習
室
に
限
る
。
）
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
群
馬
県
立

自
然
史
博
物
館
施
設
使
用
承
認
申
請
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
使
用
の
承
認
は
、
群
馬
県
立
自
然
史
博
物
館
施
設
使
用
承
認
書
（
別
記
様
式

第
四
号
）
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 

」
を
「 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式

を
別
記
様
式
第
五
号
と
し
、
別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。 

          

                                       

宛
て

 
あ
て

 

第
６
条

 
第
７
条

 

第
６
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
５
号

 

第
７
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
５
号

 

あ
て

 
宛
て

 
第
６
条

 
第
７
条
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別記様式第３号（規格Ａ４）（第５条関係）                                

群馬県立自然史博物館施設使用承認申請書 

年  月  日 

群馬県立自然史博物館長宛て 

住 所        

職業・団体名        

代 表 者 住 所        
フ リ ガ ナ        
代 表 者 氏 名        
（ 電 話 ）        

次のとおり申請します。 

使 用 施 設 学習室 

使 用 日 時 
年    月    日    時    分から    日間 
年    月    日    時    分まで    時間 

使 用 目 的  

使 用 責 任 者 

住 所  電 話 （   ） 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

 

造 作 物 設 置 の 有 ・ 無 有 ・ 無 推 定 入 場 人 員 人 

○ 申請に当たっては、次の内容を誓約の上、□にレを記入してください。 

□ 自己又は自己の団体の役員等は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（以下「暴力団

等」という。）には該当しません。 

＊ 群馬県では、事業から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いしていま

す。また、群馬県警察本部に照会する場合があります。この様式に記載された個人情報は、本事務の目

的及び本事務から暴力団等を排除する目的以外には使用しません。 

使 用 料 円 

年度  
使承第     号 

年  月  日 上記により承認してよろしいか。 

館 長         発議者 

       

注 太枠線内のみ記入してください。 
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別記様式第４号（規格Ａ４）（第５条関係）                                

群馬県立自然史博物館施設使用承認書 

 

使承第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

群馬県立自然史博物館長 印    

 

次のとおり承認します。 

 

使 用 施 設 学習室 

使 用 日 時 
 年    月    日    時    分から    日間  

 年    月    日    時    分まで    時間  

使 用 目 的  使 用 責 任 者  

造 作 物 設 置 の 有 ・ 無 有 ・ 無 推 定 入 場 人 員   人  

使 用 料                        円  

注 意 事 項  
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「
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
」

 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
十
九
号 

 
 
 

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
群
馬

県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 
 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 
 

 
 
 

 

を 
 
 

 
 
 

 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

」 

「 

  
」 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

「 
 
 
 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 
 
 

 
 

 

 

別
記
様
式
第
七
号
中
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
号 

 
 
 

群
馬
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
三
号
中
「
群
馬
大
学
」
を
「
大
学
」
に
、
「
地
域
医
療
枠
」
を
「
地
域
枠
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
中
「
群
馬
大
学
」
を
「
大
学
」
に
改
め

る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
一
号 

 
 
 

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

群
馬
県
立
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
群
馬

県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
計
測
系
の
項
中 

「 

      

オ
ー
ト
コ
リ
メ
ー
タ
ー 

合
致
式
水
準
器 

電
子
水
準
器
（
二
） 

電
子
水
準
器
（
一
） 

ポ
ー
タ
ブ
ル
レ
ー
ザ
測
長
シ
ス
テ
ム 

万
能
測
長
機 

高
精
度
干
渉
計 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

二
五
〇
円 

一
五
〇
円 

二
五
〇
円 

二
五
〇
円 

四
一
〇
円 

二
五
〇
円 

二
、
五
〇
〇
円 

 
を 

あ
て

 
宛
て

 
代
表
者
氏
名

 
（

電
話

）
 

代
表

者
氏

名
 

生
年

月
日

 
（

電
話

）
 

あ
て

 
宛
て

 

を に
改
め
る
。 

あ
て

 
宛
て

 

に
改
め
る
。 

宛
て

 
あ
て

 

代
表

者
氏

名
 

生
年

月
日

 
（

電
話

）
 

代
表
者
氏
名

 
（

電
話

）
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

氏
名

 
 

  

 

生
年
月
日

 
 

 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

氏
名

 
 

  

 

法
定
代
理
人

 
 
氏
名
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
印

 

・
学
年

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

大
学
名

 

法
定
代
理
人
も
署
名
し
、
押
印
す
る
こ
と
。

 
証
人
２
名
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。
」

 

「
注
１

 
申
請
者
が
未
成
年
者
の
場
合
は
、

 
 
 
２

 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保

 

注
 
連
帯
保
証
人
の
欄
は
、
連
帯
保
証

 

人
２
名
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
し
、
記
入
す
る
こ
と
。

 
国
立
大
学
法
人
群
馬
大
学

 

学
 

地
域
医
療
枠

 
地
域
枠

 

大
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」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

」 

め
、
同
表
機
械
系
の
項
中 

「 

           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

」 

「 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 
 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

「 

          

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

め
、
同
表
化
学
系
の
項
中 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

  

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
改 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 
め
る
。 

 

別
表
第
三
試
験
の
項
中 

「 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 
 

」 

オ
ー
ト
コ
リ
メ
ー
タ
ー 

合
致
式
水
準
器 

電
子
水
準
器
（
二
） 

電
子
水
準
器
（
一
） 

ポ
ー
タ
ブ
ル
レ
ー
ザ
測
長
シ
ス
テ
ム 

万
能
測
長
機 

高
精
度
干
渉
計 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

二
五
〇
円 

一
五
〇
円 

二
五
〇
円 

二
五
〇
円 

四
一
〇
円 

二
五
〇
円 

二
、
五
〇
〇
円 

 

ポ
ー
タ
ブ
ル
レ
ー
ザ
測
長
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

四
一
〇
円 

 

試
料
切
断
機 

精
密
切
断
機 

大
型
切
断
機 

研
磨
機
（
耐
水
研
磨
紙
） 

研
磨
機
（
バ
フ
） 

恒
温
恒
湿
器 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

九
三
〇
円 

二
、
〇
三
〇
円 

二
、
三
五
〇
円 

一
、
三
五
〇
円 

三
、
八
一
〇
円 

三
五
〇
円 

 
を 

恒
温
恒
湿
器 

一
時
間
に
つ
き 

三
五
〇
円 

 

試
料
埋
込
機 

実
体
顕
微
鏡 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
五
一
〇
円 

一
〇
〇
円 

 

実
体
顕
微
鏡 

一
時
間
に
つ
き 

一
〇
〇
円 

 

平
面
磨
耗
試
験
機 

赤
外
線
熱
画
像
処
理
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

三
〇
〇
円 

一
、
七
二
〇
円 

 

赤
外
線
熱
画
像
処
理
装
置 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
七
二
〇
円 

 

油
圧
式
シ
ャ
ー
リ
ン
グ 

材
料
切
断
機
（
バ
ン
ド
ソ
ー
） 

ボ
ー
ル
盤
（
直
立
） 

立
て
フ
ラ
イ
ス
盤 

高
速
精
密
旋
盤 

ミ
ニ
テ
ス
ト
プ
レ
ス 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

二
〇
〇
円 

五
一
〇
円 

一
〇
〇
円 

三
五
〇
円 

一
五
〇
円 

一
〇
〇
円 

 

ミ
ニ
テ
ス
ト
プ
レ
ス 

一
時
間
に
つ
き 

一
〇
〇
円 

 

薄
膜
構
造
欠
陥
解
析
装
置 

分
子
量
分
布
測
定
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

四
、
一
三
〇
円 

二
、
二
〇
〇
円 

 

分
子
量
分
布
測
定
シ
ス
テ
ム 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
二
〇
〇
円 

 

薄
膜
機
械
特
性
評
価
シ
ス
テ
ム 

凍
害
試
験
機 

レ
ー
ザ
ー
素
材
解
析
ユ
ニ
ッ
ト 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

三
、
四
〇
〇
円 

一
〇
〇
円 

五
一
〇
円 

 

レ
ー
ザ
ー
素
材
解
析
ユ
ニ
ッ
ト 

一
時
間
に
つ
き 

五
一
〇
円 

 

原
子
間
力
顕
微
鏡
撮
影 

マ
ク
ロ
写
真
撮
影 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

一
二
、
三
〇
〇
円 

四
、
二
三
〇
円 

 

」 

を 
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「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 
「 

      

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

に
、 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

を 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

「 

    
」 

め
、
同
表
分
析
の
項
中 

「 

        

    

」 

「 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
、 

  

」 

「 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

「 

  

」 

「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

を 

」 

「 

      

」 

分
析
」
を
「
味
覚
セ
ン
サ
ー
分
析
」
に
、
「
旨
味
」
を
「
う
ま
味
」
に
、
「
一
○
、
九
○
○
円
」
を

「
一
二
、
○
○
○
円
」
に
、
「
二
、
九
五
○
円
」
を
「
三
、
五
○
○
円
」
に
、
「
一
六
、
九
○
○ 

円
」
を
「
二
七
、
○
○
○
円
」
に
、
「
三
、
六
九
○
円
」
を
「
三
、
七
○
○
円
」
に
改
め
、
同
表
製

作
又
は
加
工
の
項
中 

「 

マ
ク
ロ
写
真
撮
影 

一
件
に
つ
き 

四
、
二
三
〇
円 

 

窯
業
試
験 

複
合
サ
イ
ク
ル
試
験 吸

水
率 

凍
害
試
験 

一
件
に
つ
き 

一
サ
イ
ク
ル
に
つ

き 一
サ
イ
ク
ル
に
つ

き 

二
、
二
五
〇
円 

二
、
三
〇
〇
円 

一
六
、
一
○
〇
円 

 

複
合
サ
イ
ク
ル
試
験 

一
サ
イ
ク
ル
に
つ

き 

一
六
、
一
○
〇
円 

 

ナ
ノ
イ
ン
デ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
試
験 

水
蒸
気
吸
着
試
験 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

二
二
、
六
〇
〇
円 

三
八
、
六
〇
〇
円 

 

水
蒸
気
吸
着
試
験 

一
件
に
つ
き 

三
八
、
六
〇
〇
円 

 

抗
菌
試
験 

一
件
に
つ
き 
三
二
、
三
〇
〇
円 

 

抗
菌
試
験 

食
品
保
存
試
験 

一
件
に
つ
き 

一
サ
イ
ク
ル
に
つ

き 

三
二
、
三
〇
〇
円 

三
、
○
○
○
円 

 

 

二
次
元
検
出
器

に
よ
る
面
測
定 

単
素
子
検
出
器

に
よ
る
面
測
定 

一
領
域
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

二
七
、
一
〇
〇
円 

（
一
領
域
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
超
え
る
領

域
一
領
域
ま
で
ご
と
に

九
、
二
一
〇
円
を
加
え

た
額
） 一

九
、
三
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
超
え
る
時

間
一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
〇
、
七
〇
〇
円
を
加

え
た
額
） 

 

 

二
次
元
検
出
器

に
よ
る
面
測
定 

単
素
子
検
出
器

に
よ
る
面
測
定 

一
領
域
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

二
七
、
一
〇
〇
円 

（
一
領
域
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
超
え
る
領

域
一
領
域
ま
で
ご
と
に

九
、
二
一
〇
円
を
加
え

た
額
） 一

九
、
三
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
超
え
る
時

間
一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
〇
、
七
〇
〇
円
を
加

え
た
額
） 

 

 

単
素
子
検
出
器

に
よ
る
面
測
定 

一
時
間
に
つ
き 

一
九
、
三
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
超
え
る
時

間
一
時
間
ま
で
ご
と
に

一
〇
、
七
〇
〇
円
を
加

え
た
額
） 

 

電
子
ス
ピ
ン

共
鳴
分
析 

 

低
温
測
定 

室
温
測
定 

摂
氏
二
十
五
度

未
満
を
含
む
も

の 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

一
〇
、
六
〇
〇
円 

六
、
六
〇
〇
円 

一
六
、
六
〇
〇
円 

 

 

摂
氏
二
十
五
度

未
満
を
含
む
も

の 

一
件
に
つ
き 

一
六
、
六
〇
〇
円 

 

有
機
元
素
分
析 

一
件
に
つ
き 

一
五
、
一
〇
〇
円 

 

四
重
極
飛

行
時
間
型

質
量
分
析 

有
機
元
素
分
析 液

体
ク
ロ
マ
ト

グ
ラ
フ
導
入
法 

直
接
導
入
法 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

二
六
、
○
〇
〇
円 

二
三
、
○
〇
〇
円 

一
五
、
一
〇
〇
円 

 

を に
改 

を 

を に
、 

に
、
「
味 

フ
ィ
ル
ム
作
製 

レ
ー
ザ
ー
加
工 

一
件
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
二
〇
〇
円 

五
、
一
二
○
円 
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」 
「 

 

」 

同
表
備
考
一
中
「
窯
業
試
験
の
凍
害
試
験
に
あ
っ
て
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ａ
五
二
○
八
試
験
一
回
」
を
「
食
品

保
存
試
験
に
あ
っ
て
は
七
百
二
十
時
間
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
製
作
又
は
加
工
の
項
中 

「 

 

」 

「 

   

」 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

公
立
学
校
職
員
の
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 
平 
田 

郁 

美 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号 

公
立
学
校
職
員
の
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

公
立
学
校
職
員
の
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則 

第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
の
二
第
二
号
中
「
就
業
手
当
又
は
」
を
削
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第

一
号
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
就
業
手
当
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
退
職
手
当
に
あ
つ
て
は
就
業

手
当
に
相
当
す
る
退
職
手
当
支
給
申
請
書
（
別
記
様
式
第
十
四
号
）
に
、
同
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に

係
る
就
業
促
進
手
当
」
を
削
り
、
「
別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
）
に
、
同
号
ロ
」
を
「
別
記
様
式
第

十
四
号
）
に
、
同
号
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
四
号
の
三
」
を
「
別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
」
に
、

「
別
記
様
式
第
十
四
号
の
四
」
を
「
別
記
様
式
第
十
四
号
の
三
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
十
四
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
を
別
記
様
式
第
十
四
号
と
し
、
別
記 

様
式
第
十
四
号
の
三
を
別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
と
し
、
別
記
様
式
第
十
四
号
の
四
を
別
記
様
式
第

十
四
号
の
三
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

田 

郁 

美 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

 
 
 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群

馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
中
「
前
条
」
を
「
前
二
条
」
に
、
「
同
条
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
十
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

フ
ィ
ル
ム
作
製 

レ
ー
ザ
ー
加
工 

一
件
に
つ
き 

一
時
間
に
つ
き 

一
、
二
〇
〇
円 

五
、
一
二
○
円 

 

フ
ィ
ル
ム
作
製 

一
件
に
つ
き 

一
、
二
〇
〇
円 

 

音
響
試
験
用
試
料
の
切
断 

一
件
に
つ
き 

一
五
○
円 

 

機
械
物
性
値
の
取
得 

音
響
試
験
用
試
料
の
切
断 

一
件
に
つ
き 

一
件
に
つ
き 

二
、
四
〇
〇
円 

一
五
○
円 

 

■ 

教
育
委
員
会
規
則 

を に
改
め
、 

を に
改
め
る
。 
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附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
切
替
日
に
お
け
る
昇
格
又
は
降
格
を
し
た
学
校
職
員
の
号
給
の
特
例
） 

２ 
令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
に
昇
格
又
は
降
格
を
し
た
学
校
職
員
に

つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
等
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る

号
給
を
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
、
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、

昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
十
七
条
又
は
第
十
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

（
人
事
委
員
会
へ
の
協
議
） 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
と
協

議
し
て
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。 

    

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日 

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

平 

田 

郁 

美 
 

 

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
一
号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

新
た
に
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
学
校
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
学
校
職
員
は
、

別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
扶
養
親
族
届
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
速
や
か
に
群
馬
県
教
育
委
員
会
教

育
長
（
以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扶
養
手
当
を
受
け
て

い
る
学
校
職
員
の
届
出
に
係
る
扶
養
親
族
の
恒
常
的
な
所
得
の
年
間
の
見
込
額
そ
の
他
の
扶
養

の
事
実
等
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
第
五
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

第
十
四
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
長
に
お
い
て
扶
養
の
事
実
等
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。 

 
 

第
十
四
条
の
二
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。 

 

（
支
給
の
始
期
及
び
終
期
） 

 

第
十
四
条
の
二
の
二 

扶
養
手
当
の
支
給
は
、
学
校
職
員
が
新
た
に
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
学

校
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
に
至
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
学
校
職
員
が
同
項
に
規
定
す
る
要
件
を
欠

く
に
至
つ
た
日
（
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日

以
降
の
日
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日
）
の
属
す
る
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
）
を
も
つ
て
終
わ
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ

い
て
は
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
、
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
十

五
日
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ

の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
学
校
職
員
に
そ
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き
は
、

そ
の
事
実
の
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
扶
養
手
当
の
月

額
を
増
額
し
て
改
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
の
三
第
二
号
中
「
条
例
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
で
条
例
第
十
四
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る
」
を
「
学
校
職
員
の
配
偶
者
で
他
に

生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
当
該
学
校
職
員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
及
び
条
例
第
十
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
」
に
改
め
、
「
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 
 

第
十
五
条
の
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
長
に
お
い
て
居
住
の
実
情
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。 

 
 

第
十
五
条
の
七
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

第
十
五
条
の
九
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
つ
た
日
」
の
下
に
「
（
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を
加
え

る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
九
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
長
に
お
い
て
配
偶
者
等
と
の
別
居
の
状
況
等
を
認
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
要
し
な
い
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
十
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
十
一
第
一
項
中
「
欠
く
に
至
つ
た
日
」
の
下
に
「
（
教
育
委
員
会
が
定
め
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
に
至
つ
た
日
以
降
の
日
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日
）
」
を

加
え
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
の
十
第
一
項
の
表
特
別
支
援
学
校
の
項
中
「
、
高
等
部
に
置
か
れ
る
進
路
指
導
主

事
」
を
削
り
、
「
寮
務
主
任
」
の
下
に
「
、
高
等
部
に
置
か
れ
る
進
路
指
導
主
事
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
四
十
二
条
の
二
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
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手
当
の
額
等
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
第
三
項
に
お
い
て
」
を
「
第
三
項
及
び

次
条
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

次
に
掲
げ
る
任
期
付
条
例
第
七
条
第
一
項
に
定
め

る
給
料
表
の
号
給
又
は
同
条
第
三
項
に
定
め
る
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額 

 
 
 

イ 
六
号
給
及
び
七
号
給
並
び
に
任
期
付
条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額 

六
千
円 

 
 
 

ロ 

五
号
給 
五
千
円 

 
 
 

ハ 

二
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で
の
号
給 

四
千
円 

 
 
 

ニ 

一
号
給 

三
千
円 

 
 

第
四
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員 

次
に
掲
げ
る
任
期
付
条
例
第
七
条
第
一
項
に
定
め

る
給
料
表
の
号
給
又
は
同
条
第
三
項
に
定
め
る
給
料
月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

額 

 
 
 

イ 

六
号
給
及
び
七
号
給
並
び
に
任
期
付
条
例
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額 

四
千
円 

 
 
 

ロ 

五
号
給 

三
千
三
百
円 

 
 
 

ハ 

二
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で
の
号
給 

二
千
六
百
円 

 
 
 

ニ 

一
号
給 

二
千
円 

 
 

第
四
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

第
四
十
二
条
の
二
の
三 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
条
例
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
学
校
職
員
が
し
た
同
項

の
規
定
に
よ
る
勤
務
（
以
下
「
第
二
項
勤
務
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

勤
務
（
以
下
「
第
一
項
勤
務
」
と
い
う
。
）
と
み
な
す
。 

 
 

一 

第
一
項
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
第
二
項
勤
務
を
し
た
場
合 

 
 

二 

第
二
項
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
第
一
項
勤
務
を
し
た
場
合 

 
 

第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

次
号
に
掲
げ
る
学
校
職
員
以
外
の
学
校
職
員 

当
該
学
校
職
員
が
次
に
掲
げ
る
学
校
職
員

の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
割
合 

 
 
 

イ 

勤
務
成
績
が
特
に
優
秀
な
学
校
職
員 

百
分
の
百
二
十
四
以
上
百
分
の
三
百
十
五
以
下 

 
 
 

ロ 

勤
務
成
績
が
優
秀
な
学
校
職
員 

百
分
の
百
十
二
・
五
以
上
百
分
の
百
二
十
四
未
満 

 
 
 

ハ 

勤
務
成
績
が
良
好
な
学
校
職
員 

百
分
の
百
一 

 
 
 

ニ 

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
学
校
職
員 

百
分
の
九
十
二
・
五
以
下 

 
 

二 

任
期
付
条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
の
う
ち
学
校
職
員
で
あ
る
も

の 

当
該
学
校
職
員
が
次
に
掲
げ
る
学
校
職
員
の
区
分
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、

次
に
定
め
る
割
合 

 
 
 

イ 

勤
務
成
績
が
優
秀
な
学
校
職
員 

百
分
の
八
十
七
・
五
以
上
百
分
の
二
百
六
十
二
・
五

以
下 

 
 
 

ロ 

勤
務
成
績
が
良
好
な
学
校
職
員
及
び
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果

が
な
い
学
校
職
員
（
ハ
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
学
校
職
員
を
除
く
。
） 

百
分
の
七
十

七
・
五 

 
 
 

ハ 

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
学
校
職
員
及
び
基
準
日
以
前
六
箇
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て

懲
戒
処
分
を
受
け
た
学
校
職
員
そ
の
他
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
学
校
職
員 

百
分
の
七

十
一
以
下 

 
 

第
四
十
四
条
の
七
第
二
項
中
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ハ
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号

イ
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
四
条
の
七
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
五
十
二
・
七
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
・

五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
十
九
・
二
五
」
を
「
百
分
の
四
十
八
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
中
「
百
分
の
四
十
九
・
二
五
未
満
」
を
「
百
分
の
四
十
六
以
下
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

「 

          
 

 

 
 

 

 
 

 

           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

」 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

「 

     
 

別
表
第
九
中 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

に
改
め
る
。 

4
,
2
0
0 

4
,
4
0
0 

4
,
5
0
0 

4
,
9
0
0 

5
,
1
0
0 

5
,
2
0
0 

5
,
4
0
0 

5
,
5
0
0 

5
,
7
0
0 

5
,
9
0
0 

6
,
0
0
0 

6
,
1
0
0 

6
,
3
0
0 

6
,
4
0
0 

6
,
6
0
0 

6
,
8
0
0 

6
,
9
0
0 

7
,
0
0
0 

7
,
1
0
0 

7
,
2
0
0 

7
,
3
0
0 

7
,
4
0
0 

7
,
5
0
0 

7
,
5
0
0 

7
,
5
0
0 

6
,
8
0
0 

6
,
9
0
0 

7
,
1
0
0 

7
,
2
0
0 

7
,
4
0
0 

7
,
5
0
0 

7
,
6
0
0 

7
,
7
0
0 

7
,
9
0
0 

8
,
0
0
0 

8
,
1
0
0 

 

4
,
9
0
0 

5
,
1
0
0 

5
,
2
0
0 

5
,
4
0
0 

5
,
5
0
0 

5
,
7
0
0 

5
,
9
0
0 

6
,
0
0
0 

6
,
1
0
0 

6
,
3
0
0 

6
,
4
0
0 

6
,
6
0
0 

6
,
8
0
0 

6
,
9
0
0 

7
,
0
0
0 

7
,
1
0
0 

7
,
2
0
0 

7
,
3
0
0 

7
,
4
0
0 

7
,
5
0
0 

7
,
5
0
0 

7
,
5
0
0 

7
,
4
0
0 

7
,
5
0
0 

7
,
6
0
0 

7
,
7
0
0 

7
,
9
0
0 

8
,
0
0
0 

8
,
1
0
0 

 

5
,
1
0
0 

5
,
2
0
0 

5
,
4
0
0 

5
,
5
0
0 

5
,
7
0
0 

5
,
9
0
0 

6
,
0
0
0 

6
,
1
0
0 

6
,
3
0
0 

6
,
4
0
0 

6
,
8
0
0 

6
,
9
0
0 

7
,
1
0
0 

7
,
2
0
0 

7
,
4
0
0 

7
,
5
0
0 

7
,
6
0
0 

7
,
7
0
0 

7
,
9
0
0 

8
,
0
0
0 

5
,
7
0
0 

5
,
9
0
0 

6
,
0
0
0 

6
,
1
0
0 

6
,
3
0
0 

6
,
4
0
0 

6
,
6
0
0 

6
,
8
0
0 

6
,
9
0
0 

7
,
0
0
0  

7
,
4
0
0 

7
,
5
0
0 

7
,
6
0
0 

7
,
7
0
0 

7
,
9
0
0 

8
,
0
0
0 

8
,
1
0
0 
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」 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」 

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改 

正
） 

第
二
条 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平

成
十
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
四
項
中
「
百
分
の
二
百
十
五
」
を
「
百
分
の
三
百
十
五
」
に
改
め
、
附
則
第
五
項
中

「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
」
に
改
め
る
。 

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改 

正
） 

第
三
条 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令

和
四
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 

４ 

条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に
対
す
る
附
則
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
公
立
学

校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
へ
き
地
手
当
」
と
あ
る
の
は
、

「
へ
き
地
手
当
」
と
し
、
「
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与

の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
へ
き
地
手
当
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
の
月

額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ

た
額
）
を
基
礎
と
し
て
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
公

立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
へ
き
地
手
当
」
と
す
る
。 

 

５ 

条
例
附
則
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
学
校
職
員
に
対
す
る
附
則
第
三
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
給
料
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
に
百
分
の
七
十
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五

十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

（
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改 

正
） 

第
四
条 

群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令

和
四
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
六
項
中
「
附
則
第
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
九

条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
第
十
三
条
中
「
条
例
第
十
四
条
第

二
項
」
と
あ
る
の
は
「
群
馬
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
令
和
六
年
群
馬
県
条
例
第
八
十
二
号
。
以
下
「
令
和
六
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第

七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
令
和
六
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正

前
の
条
例
第
十
四
条
第
二
項
」
と
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
条

例
第
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
六
年
改
正
条
例
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
令
和
六
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
十
四
条
第
一 

項
」
と
、
第
十
四
条
の
二
中
「
条
例
第
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
六
年
改
正
条
例
附

則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
令
和
六
年
改
正
条
例
に
よ
る

改
正
前
の
条
例
第
十
四
条
第
二
項
」
と
す
る
。 

           

 
 

別
表
第
十
中 
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